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(57)【要約】
【課題】組付け時の工数の増加を防止して、所定の強度
を保持することのできる自動販売機の内扉構造を提供す
る。
【解決手段】第１断熱板１６ｃと第２断熱板１６ｄとの
境目及び第１断熱板１６ｃと枠１６ｅの外周部との境目
に沿って第１断熱板１６ｃと第２断熱板１６ｄとの間及
び第１断熱板１６ｃと枠１６ｅとの間に挿入される第１
補強部１６ｈを有し、下部側内扉１６の商品収納庫１１
側の面の下部側を覆う補強外面板１６ｇを備えたので、
別途補強用の部材を必要とすることはなく、補強外面板
１６ｇに設けられた第１補強部１６ｈによって第１断熱
板１６ｃの下端側と第２断熱板１６ｄの上端側の境目及
び第１断熱板１６ｃの下端側と枠１６ｅの上端側の境目
を補強することができ、組み付け時の工数を増加させる
ことなく、所定の強度を保持することが可能となる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部側に少なくとも１つ以上の商品搬出口を有し、販売する商品が収納される商品収納
庫の前面開口部を開閉自在に覆う断熱性の自動販売機の内扉構造において、
　前記内扉を、複数の断熱板と商品搬出口を形成する枠とをそれぞれ配置することにより
構成し、
　断熱板と断熱板との境目及び断熱板と枠の外周部との境目に沿って断熱板と断熱板との
間及び断熱板と枠との間に挿入される延出部を有し、内扉の商品収納庫側の面の下部側を
覆う外面板を備えた
　ことを特徴とする自動販売機の内扉構造。
【請求項２】
　前記延出部を、金属板のプレス加工によって外面板を形成する際に形成した
　ことを特徴とする請求項１記載の自動販売機の内扉構造。
【請求項３】
　前記外面板の下端側に、幅方向に亘って屈曲部を設けた
　ことを特徴とする請求項２記載の自動販売機の内扉構造。
【請求項４】
　前記屈曲部を、商品収納庫側に向かって斜め下方に延びるように形成した
　ことを特徴等する請求項３記載の自動販売機の内扉構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、販売する商品が収納される商品収納庫の前面開口部を開閉自在に覆う断熱性
の自動販売機の内扉構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の自動販売機の内扉構造としては、金属板等からなる中空の内扉本体の内
部に、断熱材としてウレタン樹脂等を発泡剤によって発泡させたものを注入するようにし
たものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　しかし、前記内扉では、廃棄時に金属と断熱材とを分離する作業が煩雑となりリサイク
ルが困難であるため、複数のウレタンボード等の断熱材と、商品搬出口形成用の枠を並べ
、その周りを金属板で覆うことにより内扉を構成するようになっている。
【特許文献１】特開２００２－１１７４４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、複数の断熱板と枠とから構成された内扉では、商品搬出口の枠の上端の
位置に幅方向に亘って断熱板と断熱板、断熱板と枠との境目が生じることから強度が低く
なり、境目の周辺部が変形するおそれがあるため、補強部材を取り付けたり、強度を保持
可能な厚さの内扉を形成したりする必要がある。
【０００５】
　本発明の目的とするところは、組付け時の工数の増加を防止して、所定の強度を保持す
ることのできる自動販売機の内扉構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は前記目的を達成するために、下部側に少なくとも１つ以上の商品搬出口を有し
、販売する商品が収納される商品収納庫の前面開口部を開閉自在に覆う断熱性の自動販売
機の内扉構造において、前記内扉を、複数の断熱板と商品搬出口を形成する枠とをそれぞ
れ配置することにより構成し、断熱板と断熱板との境目及び断熱板と枠の外周部との境目
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に沿って断熱板と断熱板との間及び断熱板と枠との間に挿入される延出部を有し、内扉の
商品収納庫側の面の下部側を覆う外面板を備えている。
【０００７】
　これにより、断熱板と断熱板との境目及び断熱板と枠との境目に外面板の延出部が位置
することから、別途補強用の部材を必要とすることなく、外面板に設けられた延出部によ
って断熱板と断熱板との境目及び断熱板と枠との境目が補強される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、別途補強用の部材を必要とすることはなく、外面板に設けられた延出
部によって断熱板と断熱板との境目及び断熱板と枠との境目を補強することができ、組み
付け時の工数を増加させることなく、所定の強度を保持することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１乃至図５は本発明の一実施形態を示すもので、図１は外扉、上部側内扉及び下部側
内扉を開放した状態の自動販売機の全体斜視図、図２は下部側内扉の背面図、図３は下部
側内扉の第１断熱板、第２断熱板及び枠の配置状態を示す図、図４は補強外面板の要部斜
視図、図５は下部側内扉の要部側面断面図である。
【００１０】
　この自動販売機は、前面側が開口された自動販売機本体１０と、自動販売機本体１０の
前面開口を開閉する外扉２０とを備え、外扉２０の幅方向一端側が自動販売機本体１０の
前面側の幅方向一端側に回転自在に支持されている。
【００１１】
　自動販売機本体１０の内部には、上面側、底面側、背面側及び左右両側面側が断熱壁に
よって囲まれた商品収納庫１１が設けられ、商品収納庫１１は断熱性の仕切板１２によっ
て幅方向に仕切られている。仕切板１２によって仕切られた商品収納庫１１内には、販売
する商品が蛇行状の商品通路に収納される周知のサーペンタイン式の商品収納コラム１３
が前後方向及び幅方向に複数設けられている。また、商品収納庫１１の下部には、各商品
収納コラム１３から落下搬出された商品を前方に案内するための傾斜板１４が前方に向か
って下り傾斜を成すように設けられている。
【００１２】
　商品収納庫１１の前面には、商品収納庫１１の前面上部側を開閉する上部側内扉１５と
、商品収納庫１１の前面下部側を開閉する下部側内扉１６とが設けられている。また、下
部側内扉１６の下部には、商品収納庫１６側と外扉２０側とを連通する商品搬出口１６ａ
が左右方向に並ぶように複数設けられている。各商品搬出口１６ａには、上部に商品搬出
口１６ａを開閉する搬出扉１６ｂが回転自在に支持されており、傾斜板１４によって前方
に案内される商品に押されることにより前方に回転して商品搬出口１６ａを開放し、商品
を商品取出口２１に搬出するようになっている。
【００１３】
　下部側内扉１６は、複数のウレタンボード等からなる断熱板１６ｃ，１６ｄと商品搬出
口１６ａを形成するための金属製または合成樹脂製の枠１６ｅとを並べ、断熱板１６ｃ，
１６ｄ及び枠１６ｅを金属板等からなる外面板１６ｆによって覆うことにより構成されて
いる。下部側内扉１６は、図３に示すように、下部を除く全面に亘って第１断熱板１６ｃ
が配置され、第１断熱板１６ｃの下に第２断熱板１６ｄと枠１６ｅが左右方向に並べられ
ている。即ち、第１断熱板１６ｃの下端と第２断熱板１６ｄの上端との境目及び第１断熱
板１６ｃの下端と枠１６ｅの上端との境目が下部側内扉１６の幅方向に亘って延びるよう
になっている。また、外面板１６ｆは、下部側内扉１６の下部を商品収納庫１１側の面か
ら覆うと共に、内扉２０の撓み等の変形を防止するための補強外面板１６ｇを有している
。
【００１４】
　補強外面板１６ｇは、第１断熱板１６ｃと第２断熱板１６ｄとの間及び第１断熱板１６
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ｃと枠１６ｅとの間に挿入されるように幅方向に亘って前方に向かって延びる延出部とし
ての第１補強部１６ｈが上部に設けられ、商品収納庫内１１側に向かって斜め下方に延び
ると共に前方に向かって斜め上方に延びる屈曲部としての第２補強部１６ｉが下端に設け
られている。第１補強部１６ｈ及び第２補強部１６ｉは、プレス加工によって金属板を屈
曲して補強外面板１６ｇを形成する際に一体に形成されるようになっている。また、補強
外面板１６ｇは、他の外面板１６ｆにビス止めによって取り付けられている。
【００１５】
　以上のように構成された自動販売機において、下部側内扉１６が閉鎖された状態で下部
側内扉１６には商品収納庫１１内の仕切板１２等によって幅方向中央部が前方に張り出す
方向に撓む力が加わる。しかし、第１断熱板１６ｃの下端側と第２断熱板１６ｄの上端側
の境目及び第１断熱板１６ｃの下端側と枠１６ｅの上端側の境目が補強外面板１６ｇの第
１補強部１６ｈによって補強されるため、下部側内扉１６の変形を防ぐことが可能となる
。また、補強外面板１６ｇは第２補強部１６ｉによって下端側が補強されるため、補強外
面板１６ｇ自体の変形を防ぐことが可能となる。
【００１６】
　また、補強外面板１６ｇの第２補強部１６ｉは、商品収納庫１１内側に向かって斜め下
方に延びるように形成されているため、補強外面板１６ｇに付着した結露水が下方に流れ
ると、結露水は第２補強部１６ｉを伝って商品収納庫１１内側に落下することから、商品
収納庫１１の下部に位置するドレン受けに結露水を落下させることが可能となる。
【００１７】
　このように、本実施形態の自動販売機の内扉構造によれば、第１断熱板１６ｃと第２断
熱板１６ｄとの境目及び第１断熱板１６ｃと枠１６ｅの外周部との境目に沿って第１断熱
板１６ｃと第２断熱板１６ｄとの間及び第１断熱板１６ｃと枠１６ｅとの間に挿入される
第１補強部１６ｈを有し、下部側内扉１６の商品収納庫１１側の面の下部側を覆う補強外
面板１６ｇを備えたので、別途補強用の部材を必要とすることはなく、補強外面板１６ｇ
に設けられた第１補強部１６ｈによって第１断熱板１６ｃの下端側と第２断熱板１６ｄの
上端側の境目及び第１断熱板１６ｃの下端側と枠１６ｅの上端側の境目を補強することが
でき、組み付け時の工数を増加させることなく、所定の強度を保持することが可能となる
。
【００１８】
　また、第１補強部１６ｈを、金属板のプレス加工によって補強外面板１６ｇを形成する
際に形成したので、別途第１補強部１６ｈを形成する工程を必要とすることなく第１補強
部１６ｈを設けることができ、加工工数の低減を図ることが可能となる。
【００１９】
　また、前記補強外面板１６ｇの下端側に、幅方向に亘って金属板を屈曲することにより
第２補強部１６ｉを設けたので、補強外面板１６ｇ自体の曲げに対する強度を向上させる
ことができ、下部側内扉１６の強度を更に向上させることが可能となる。
【００２０】
　また、第２補強部１６ｉを、商品収納庫１１側に向かって斜め下方に延びるように形成
したので、補強外面板１６ｇに付着した結露水を商品収納庫１１内側に落下させることが
でき、結露水を商品収納庫１１の下部に位置するドレン受けに確実に落下させることが可
能となる。
【００２１】
　尚、前記実施形態では、第１補強部１６ｈ及び第２補強部１６ｉを、プレス加工によっ
て金属板を屈曲して補強外面板１６ｇを形成する際に一体に形成するようにしたものを示
したが、第１補強部１６ｈ及び第２補強部１６ｉを、成形加工等によって補強外面板１６
ｇを形成する際に一体に形成するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態を示す外扉、上部側内扉及び下部側内扉を開放した状態の自
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動販売機の全体斜視図
【図２】下部側内扉の背面図
【図３】下部側内扉の第１断熱板、第２断熱板及び枠の配置状態を示す図
【図４】補強外面板の要部斜視図
【図５】下部側内扉の要部側面断面図
【符号の説明】
【００２３】
　１１…商品収納庫、１６…下部側内扉、１６ａ…商品搬出口、１６ｃ…第１断熱板、１
６ｄ…第２断熱板、１６ｅ…枠、１６ｇ…補強外面板、１６ｈ…第１補強部、１６ｉ…第
２補強部。

【図１】 【図２】

【図３】
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